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②後期基本計画 分野別施策 方針・目標等の検討 

③後期基本計画 分野別施策 行政・市民の取組の検討 

④新まちの体力アップ戦略（分野横断的施策）の検討 
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●米原市民意識調査 

結果報告書 

 

●前期基本計画 

 期間内の主な成果 

●前期基本計画 

 期間内の成果と課題 

  

●前期基本計画 

 期間内の主な成果 

○第３、４回審議会 

○市民意見を踏まえた 
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○市民意見を踏まえた 
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○第５回審議会 

「後期基本計画案の確認・承認」 

※併せて新まちの体力アップ戦略の検討 

① 施策の目的（対象・意図） 

第１章 誇りと生きがいと笑顔で紡ぐ心豊かなまち 
第１節 地域を誇る米原っ子が育つまちをつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 主な取組の展開 

④ 課 題（重要性、必要性） 

⑤ 施策の方針（めざす姿） 
  

【対 象】 

○乳児・幼児・児童・生徒、保護者、教職員、 

 市民 

 

○家庭・学校・地域が連携しながら、子どもたちの「生きる力」を育むことができるとともに、学ぶ機会が充

実しています。 

○米原で学んできたことに誇りを持ち、愛着を持つ人が増えています。 

 

○教育課程の工夫を目指した研究推進では、学習指導要領の改訂に伴い、各小中学校・園において研究の推進

に努めています。 

○「米原市保幼小中学校統合整備計画」を策定し、計画的な保育および教育の環境整備を進めています。 

○緊急度や優先度を考慮しながら計画的に施設の改修や整備を行っています。 

② 現 状 

【行政の取組】 

●「生きる力」を育む教育の充実 

・幼児教育・学校教育の連続性・一貫性と学びの基礎力の育成に取り組むととも

に、子どもたちの確かな学力の定着、健やかな体の育成、豊かな心の育成を図ります。 

 ・子どもケアサポーターの派遣などにより、丌登校や特別な支援が必要な児

童・生徒に対応した教育の充実を図ります。 

・「水源の里まいばら元気みらいづくり小冊子」や「わたしたちの米原市」を

活用し、子どもたちの郷土への誇りと愛着を育みます。 

●給食関連施設や農業を通じた食育の充実 

 ・給食関連施設の維持管理を図るとともに、親子で参加する食育講習会を開催

し、食への関心を高めます 

 ・農業体験学習などを通じて、農業への関心を高めるとともに、生命や食物の

大切さを伝えます。 

●子どもを支える教育環境の充実 

 ・教職員の一人ひとりの指導力を向上するとともに、家庭・地域とともに子ど

もの教育に取り組みます。 

 ・市民のボランティアと協働しながら、絵本を通じて親子の絆づくりを図ります。 

 ・ICT 事業により整備した機器を有効に教育に活かすため、環境確保と教職員

の資質向上を図ります。 

 ・保幼小中学校統合整備計画に基づき、保育園・幼稚園、小・中学校の統廃合

を進め、市民に統廃合に関する情報を発信しながら、望ましい保育、教育環境

の整備に取り組みます。 

 ・教育施設の老朽化をはじめ、防犯対策や事故防止の安全管理を確保するため、

計画的に施設の整備・改修を進めます。 

 ・学校における運営等に対して、保護者や地域住民などの積極的な参加を促し、

開かれた学校・園づくりを進めます。 

●家庭や地域の教育力の向上 

 ・保育園・幼稚園・認定こども園や小・中学校の教育活動への保護者の参加を

促進するとともに、地域、学校、関係機関が連携協力しながら、親子活動の充

実を図り、家庭の教育力を高め、親子の絆を育みます。 

 ・市民、関係団体、行政などの連携のもと、地域での教育を進めます。 

【市民の取組】 

○保・幼・小・中の保育・教育活動や絵本の読み聞かせなどに積極的に参画します。 

○子どもたちが農業体験や地域文化にふれ合うように働きかけます。 

 
指標値 現状値 目標値 

１ 「読む能力」の正答率（小学生・中学生） 
小学生：68.7% 

中学生：66.8％ 

小学生：73.8% 

中学生：73％ 

２ 児童・生徒の長期欠席率 
小学校：0.74％ 

中学校：2.96％ 

小学校：0.5％ 

中学校：2.0％ 

３ 本はともだち『おはなし隊』での一人当たり貸出冊数 16.8 冊 18 冊 

４ 「教育内容、施設の充実」の丌満度（米原市市民意識調査による） 17.1％ 15％ 

 

⑥ 目的達成指標（成果・活動指標） 
  

米原市教育振興基本計画  米原市保幼小中学校統合整備計画  米原市幼保一元化推進プラン 

米原市いきいき食のまちづくり計画   米原市こども読書活動推進計画 

 

■ 関連する分野別計画 

【ねらい】 

子どもたちの生きる力や学ぶ機会を育み、これからの

米原を担う子どもたちを育むまちをつくる 

 

○学校・家庭・地域が連携しながら、子どもの生きる力の育成や生涯を通じて実践できる学びのまちづくりを

進めていく必要があります。 

○一人ひとりの教育的ニーズを把握し、きめ細かな教育的支援を行うための体制や取組をはじめ、教職員のさ

らなる資質の向上が求められています。 

○東部給食センターを活用しながら、給食用食材の収穫体験などを行い、食育を推進する必要があります。 

○ICT 環境の充実をはじめ、小・中学校、保育園・幼稚園施設の整備や改修、廃校になる施設の有効活用など、

教育環境の充実が必要となっています。 

 

○幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を有しており、社会全体で幼児教育を支え 

るための環境整備が必要となっています。 

○義務教育を取り巻く環境は大きく変化しており、新しい時代にふさわしい施策に積極的に取り組むことによ

り、教育の質の向上と機会の確保を進める必要があります。 

 

③ 踏まえるべき動向（外部要因） 

○平成１８年の教育基本法の改正により、生涯学習の理念が追加

された。 

○平成２０年に社会教育法が改正され、学校教育支援や生涯学習

活動の成果を活用することが盛り込まれた。 

１ 学力状況調査に基づき、子どもたちの理解度を高め、確かな学力を身につけることを目標とします。 

２ 子どもの豊かな心の育成により丌登校を減らすため、子どもの欠席率の低下を目標とします。 

３ 絵本を借りてもらうことで絵本を介した親子の絆が育まれるので、貸出冊数を増やすことを目標とします。 

４ 充実した保育・教育環境を確保することで、市民の教育内容や施設に対する満足度を高め、丌満を減らすことを目標とします。 

 

【関係課・室】 

こども元気局 

教育総務課 

学校教育課 

図書館 

健康づくり課 

学校給食センター 

農林振興課 
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を進め、市民に統廃合に関する情報を発信しながら、望ましい保育、教育環境

の整備に取り組みます。 

 ・教育施設の老朽化をはじめ、防犯対策や事故防止の安全管理を確保するため、

計画的に施設の整備・改修を進めます。 

 ・学校における運営等に対して、保護者や地域住民などの積極的な参加を促し、

開かれた学校・園づくりを進めます。 

●家庭や地域の教育力の向上 

 ・保育園・幼稚園・認定こども園や小・中学校の教育活動への保護者の参加を

促進するとともに、地域、学校、関係機関が連携協力しながら、親子活動の充

実を図り、家庭の教育力を高め、親子の絆を育みます。 

 ・市民、関係団体、行政などの連携のもと、地域での教育を進めます。 

【市民の取組】 

○保・幼・小・中の保育・教育活動や絵本の読み聞かせなどに積極的に参画します。 

○子どもたちが農業体験や地域文化にふれ合うように働きかけます。 

 
指標値 現状値 目標値 

１ 「読む能力」の正答率（小学生・中学生） 
小学生：68.7% 

中学生：66.8％ 

小学生：73.8% 

中学生：73％ 

２ 児童・生徒の長期欠席率 
小学校：0.74％ 

中学校：2.96％ 

小学校：0.5％ 

中学校：2.0％ 

３ 本はともだち『おはなし隊』での一人当たり貸出冊数 16.8 冊 18 冊 

４ 「教育内容、施設の充実」の丌満度（米原市市民意識調査による） 17.1％ 15％ 

 

⑥ 目的達成指標（成果・活動指標） 
  

米原市教育振興基本計画  米原市保幼小中学校統合整備計画  米原市幼保一元化推進プラン 

米原市いきいき食のまちづくり計画   米原市こども読書活動推進計画 

 

■ 関連する分野別計画 

【ねらい】 

子どもたちの生きる力や学ぶ機会を育み、これからの

米原を担う子どもたちを育むまちをつくる 

 

○学校・家庭・地域が連携しながら、子どもの生きる力の育成や生涯を通じて実践できる学びのまちづくりを

進めていく必要があります。 

○一人ひとりの教育的ニーズを把握し、きめ細かな教育的支援を行うための体制や取組をはじめ、教職員のさ

らなる資質の向上が求められています。 

○東部給食センターを活用しながら、給食用食材の収穫体験などを行い、食育を推進する必要があります。 

○ICT 環境の充実をはじめ、小・中学校、保育園・幼稚園施設の整備や改修、廃校になる施設の有効活用など、

教育環境の充実が必要となっています。 

 

○幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を有しており、社会全体で幼児教育を支え 

るための環境整備が必要となっています。 

○義務教育を取り巻く環境は大きく変化しており、新しい時代にふさわしい施策に積極的に取り組むことによ

り、教育の質の向上と機会の確保を進める必要があります。 

 

③ 踏まえるべき動向（外部要因） 

○平成１８年の教育基本法の改正により、生涯学習の理念が追加

された。 

○平成２０年に社会教育法が改正され、学校教育支援や生涯学習

活動の成果を活用することが盛り込まれた。 

１ 学力状況調査に基づき、子どもたちの理解度を高め、確かな学力を身につけることを目標とします。 

２ 子どもの豊かな心の育成により丌登校を減らすため、子どもの欠席率の低下を目標とします。 

３ 絵本を借りてもらうことで絵本を介した親子の絆が育まれるので、貸出冊数を増やすことを目標とします。 

４ 充実した保育・教育環境を確保することで、市民の教育内容や施設に対する満足度を高め、丌満を減らすことを目標とします。 

 

【関係課・室】 

こども元気局 

教育総務課 

学校教育課 

図書館 

健康づくり課 

学校給食センター 

農林振興課 

 

議
論
の
流
れ 

「後期基本計画案」および 

パブリックコメントの実施 

「新まちの体力アップ戦略案」の検討 

平成 23年 11月 28日 

総合計画審議会 資料４ 

     政策調整課作成 

審議会では下記の意見を伺い、後期基本計画案に反映します。 

 ▸方針、目標等に対する意見（①、⑤、⑥） 

 ▸行政・市民の取組に対する意見（⑦） 

 


